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日
蓮
聖
人
に
お
け
る
「
羲
農
」

芹
澤
寛
隆

一　

問
題
の
所
在

　

日
蓮
聖
人
（
一
二
二
二
―
一
二
八
二
。
以
下
、
宗
祖
と
称
す
）
御
遺
文
中
で
、
理
想
の
治
世
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
例
に
、「
羲
農
の

世
」
が
あ
る
。
こ
の
「
羲
農
の
世
」
の
「
世
」
は
伏
羲
・
神
農
と
い
う
、
古
代
中
国
の
伝
説
上
の
王
に
よ
る
治
世
を
意
味
し
て
い
る
。

宗
祖
が
な
ぜ
御
遺
文
中
で
こ
う
し
た
表
現
を
用
い
た
の
か
、
未
だ
明
確
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

『
立
正
安
国
論
』
に
は

早
止
一
闡
提
之
施
永
致
衆
僧
尼
之
供
収
仏
海
之
白
浪
截
法
山
之
緑
林
世
成
羲
農
之
世
国
為
唐
虞
之

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

国4

（
1
）。

と
あ
る
。
ま
た
『
如
説
修
行
鈔
』
に
は

天
下
万
民
諸
乗
一
仏
乗
と
成
て
妙
法
独
り
繁
昌
せ
ん
時
、
万
民
一
同
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
奉
ら
ば
、
吹
風
枝
を
な
ら
さ
ず

4

4

4

4

4

4

4

4

、

雨
攘
を
不
砕

4

4

4

4

4

。
代
は
羲
農
の
世
と
な
り
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
今
生
に
は
不
祥
の
災
難
を
払
ひ
長
生
の
術
を
得

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、

人
法
共
に
不
老
不
死
之
理
顕
れ
ん

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

時
を
各
各
御
覧
ぜ（

2
）よ。

と
あ
る
。
こ
の
場
合
の
傍
線
部
分
は
正
し
い
教
え
が
行
わ
れ
る
と
き
（
立
正
）
で
あ
り
、
傍
点
部
分
は
立
正
の
結
果
生
じ
る
「
安

国
」
で
あ
る
。（
以
下
、
傍
線
、
傍
点
は
筆
者
が
付
し
た
。）
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こ
の
時
、「
羲
農
の
世
」
と
い
う
単
語
に
は
二
つ
の
問
題
点
が
あ
る
。

　

第
一
に
、
こ
の
「
羲
農
の
世
」
と
い
う
「
世
」
は
「
中
国
思
想
」
上
の
「
世
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。「
中
国
思
想
」
は
宗

祖
が
『
開
目
抄
』
に
お
い
て
破
し
て
い（

3
）る。
特
に
「
羲
農
の
世
」
に
あ
た
る
三
皇
の
時
代
に
つ
い
て
宗
祖
は
「
三
皇
已
前
は
父
を
知

ら（
4
）ず」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
世
」
を
安
易
に
理
想
の
世
と
解
釈
す
る
の
は
宗
祖
の
意
に
添
う
も
の
と
は
思
え
な
い
。

　

第
二
に
、
こ
の
「
羲
農
の
世
」
と
い
う
表
現
が
ど
れ
だ
け
の
一
般
性
を
持
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
宗
祖
は
御
遺
文
中

に
お
い
て
、
様
々
な
譬
え
や
説
話
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
対
告
衆
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
を
行
う
た
め
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
あ
る

程
度
の
一
般
性
が
必
要
に
な
る
。
例
え
ば
正
嘉
の
大
地
震
、
文
永
の
大
彗
星
と
い
う
現
象
は
、
御
遺
文
中
に
し
ば
し
ば
出
て
く（

5
）る。

こ
う
し
た
現
象
は
天
変
地
異
の
実
例
と
し
て
、
実
際
に
そ
れ
を
体
験
し
た
者
に
対
し
て
は
、
こ
の
上
な
く
わ
か
り
や
す
い
譬
喩
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
宗
祖
在
世
に
お
い
て
、「
羲
農
の
世
」
と
い
う
表
現
が
ど
れ
だ
け
の
一
般
性
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
特
に
『
如
説
修
行
鈔
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
末
尾
に
「
人
々
御
中
へ　

此
書
不
離
御
身
常
可
有
御
覧（

6
）候」
と
あ
る
。
こ
の
表

現
で
あ
る
以
上
、
総
じ
て
信
者
全
般
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
御
遺
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
羲
農
の

世
」
と
い
う
表
現
を
当
時
の
人
々
は
宗
祖
と
の
間
に
共
通
認
識
を
持
ち
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
ま
で
論
じ

ら
れ
て
は
い
な
い
。

　

そ
こ
で
、
先
師
の
「
羲
農
の
世
」
の
解
釈
を
ま
ず
踏
ま
え
て
お
く
。
な
お
検
討
す
る
御
遺
文
は
「
羲
農
の
世
」
と
い
う
表
現
の
あ

る
『
如
説
修
行
鈔
』
に
限
定
し
た
。
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二　

先
行
研
究
整
理

　

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
著
さ
れ
た
『
如
説
修
行
鈔
』
に
関
す
る
文
献
中
に
見
ら
れ
る
「
羲
農
の
世
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に

解
釈
し
て
き
た
の
か
を
示
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
文
献
が
抱
え
て
い
る
問
題
点
を
示
し
た
い
。
な
お
、
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
近
世
ま

で
の
も
の
に
限
っ
た
が
、
近
代
の
も
の
と
し
て
、
苅
谷
日
任
師
（
一
八
八
八
―
一
九
六
二
）
の
『
日
隆
聖
人
御
文
段
如
設
修
行
鈔
講

話
』
の
み
採
り
あ
げ
る
。

　

イ
　
慶
林
房
日
隆
（
一
三
八
五
―
一
四
六
四
）

　

日
隆
聖
人
（
以
下
、
隆
師
と
称
す
）
の
御
聖
教
中
に
『
如
説
修
行
鈔
』
に
つ
い
て
科
文
を
付
け
た
『
日
隆
聖
人
文
段　

主
要

御（
7
）書』
が
あ
る
。
以
下
に
そ
の
部
分
を
引
用
し
て
検
討
す
る
。
な
お
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
『
如
説
修
行
鈔
』
の
本
文
で
あ
り
、
太
字
が

隆
師
の
科
文
で
あ
る
。

三�

、
呵
責
謗
法
の
後
、
諸
宗
を
し
て
諸
乗
即
一
乗
の
要
法
に
帰
せ
し
め
、
本
門
三
箇
の
秘
法
を
興
し
て
広
宣
流
布
せ
し
め
、
現
世

安
穏
の
勝
用
を
顕
す
。
五
〈
に
分
け
る
〉

　

一
、
誠
諦
の
金
口
を
引
く
。

　
　

法
華
折
伏
破
権
門
理
の
金
言
な
れ
ば
、

　

二
、
本
門
の
本
尊
の
事
儀
を
表
す
。

　
　

終
に
権
教
権
門
の
輩
ラ
を
一
人
も
な
く
せ
め
を
と
し
て
法
王
の
家
人
と
な
し
、

　

三
、
本
門
の
戒
壇
を
表
す
。

　
　

天
下
万
民
諸
乗
一
仏
乗
と
成
て
妙
法
独
り
繁
昌
せ
ん
時
、
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四
、
事
行
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
表
す
。

　
　

万
民
一
同
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
ヘ
奉
ら
ば
、

　

五
、
現
世
安
穏
の
得
用

4

4

4

4

4

4

4

を
結
成
し
、
絶
疑
生
信
せ
し
む
。

　
　

�
吹
ク
風
枝
を
な
ら
さ
ず
、
雨
壌
を
不
砕
。
代
は
羲
農
の
世
と
な
り
て
、
今
生
に
は
不
祥
の
災
難
を
払
ひ
長
生
の
術
を
得
、
人

法
共
に
不
老
不
死
之
理
顕
れ
ん
時
を
各
各
御
覧
ぜ
よ
。
現
世
安
穏
の
証
文
不
ル
可
ラ
有
ル
疑
ヒ
者（

8
）也。

『
如
説
修
行
鈔
』
に
お
い
て
羲
農
の
世
は
、
現
世
安
穏
の
例
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
現
世
と
は
如
説
修
行
の
人
、
即
ち

法
華
経
の
行
者
の
在
世
の
事
を
指
す
。
隆
師
は
「
現
世
安
穏
の
得
用
」
と
述
べ
て
い
る
。
得
用
と
は
字
の
如
く
得
る
も
の
で
あ
る
。

隆
師
の
真
蹟
を
確
認
す
る（

9
）と、
は
じ
め
は
「
勝
用
」
と
し
て
い
た
の
を
消
し
て
「
得
用
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
勝
用
と
得
用
の
用
語

と
し
て
の
違
い
に
つ
い
て
は
苅
谷
日
任
師
が
『
日
隆
聖
人
御
文
段
如
説
修
行
鈔
講（
10
）話』
で
述
べ
て
い
る
。
隆
師
の
文
段
を
見
る
限
り
、

三
大
秘
法
を
興
し
、
事
行
で
あ
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
唱
え
た
結
果
、
現
世
安
穏
の
世
界
と
し
て
得
ら
れ
る
も
の
の
例
が
「
羲
農
の

世
」
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
隆
師
に
お
け
る
「
羲
農
の
世
」
と
は
仏
国
土
、
す
な
わ
ち
仏
教
的
理
想
世
界
と
同
一
の

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ロ
　
行
学
院
日
朝
（
一
四
二
二
―
一
五
〇
〇
）

　

日
朝
は
身
延
山
久
遠
寺
の
第
十
一
世
で
あ
り
、『
日
蓮
宗
事
典
』
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、「
身
延
山
久
遠
寺
発
展
の
基
礎
を
築
き
、

ま
た
室
町
時
代
の
代
表
的
な
教
学（
11
）者」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
日
朝
の
著
作
の
中
に
『
御
書
見
聞
』
が
あ
り
、
そ
の
中
に
『
如

説
修
行
抄
見
聞
』
が
あ
る
。
以
下
に
、
こ
の
書
で
解
説
さ
れ
て
い
る
「
羲
農
の
世
」
に
つ
い
て
、
そ
の
箇
所
を
引
用
し
検
討
し
た
い
。

『
如
説
修
行
抄
見
聞
』
に
は

○
代
ハ
羲
農
ノ
世
ト
ナ
ル
等
ノ
事　
　

私
云
若
折
伏
ノ
如
説
修
行
ノ
成
就
シ
テ
、
天
下
一
同
ニ
帰
五
字
、
悉
ク
純
円
ノ
機
発
ス
ル
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ナ
ラ
バ
、
三
黄
4

4

（
マ
マ
4

4

）
五
帝
ノ
世
ノ
如
ク
治
ル
ベ
シ
ト
云
事
ヲ
書
玉
フ
ト
シ
テ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
先
伏
羲
神
農
ヲ
出
玉
フ
ト
見
タ
リ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

○
三
皇
五
帝
事　
　
　

記
五
云
、
三
皇
ト
者
伏
羲
神
農
黄
帝
ナ
リ
、
五
帝
ト
者
少
昊
顓
頊
高
辛
唐
虞
也
、
補
注
云
、
伏
羲
等
ト
者

以
聖
徳
ヲ
伏
シ
物
ヲ
教
人
取
犠
牲
故
云
伏
羲
ト
也
、
神
而
化
人
ヲ
教
人
ニ
農
作
ヲ
故
云
神
農
ト
也
、
始
テ
作
制
度
ヲ
得
其
中
和
テ

故
云
黄
帝
ト
也
、
云（
12
）々

　

と
あ
る
。

　

日
朝
の
解
釈
を
見
る
と
、
日
朝
の
中
で
「
羲
農
の
世
」
と
は
、
如
説
修
行
が
成
就
し
て
天
下
が
五
字
、
す
な
わ
ち
妙
法
蓮
華
経
に

帰
依
し
た
と
き
に
現
れ
る
世
が
、
三
皇
五
帝
の
世
の
よ
う
に
治
ま
る
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
日
朝
は
「
羲
農
の
世
」
を
理

想
的
な
治
世
の
行
わ
れ
た
具
体
例
で
あ
っ
た
と
と
ら
え
て
い
る
。
ま
た
、
三
皇
を
伏
羲
・
神
農
・
黄
帝
の
三
者
と
し
て
い
る
点
は
、

宗
祖
が
見
た
も
の
と
同
じ
『
法
華
文
句（
13
）記』
を
参
考
に
し
て
い
る
点
が
分
か
る
。
次
い
で
日
朝
は
「
補
注
云
」
と
し
た
上
で
、
伏

羲
・
神
農
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
『
補
注
』
と
い
う
書
物
は
、
宋
代
の
僧
で
あ
る
従
義
の
『
法
華
三
大
部
補（
14
）注』
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

　

日
朝
の
見
解
を
ま
と
め
る
と
、

・
三
皇
と
は
伏
羲
・
神
農
・
黄
帝
の
三
者
と
と
ら
え
て
い
る
。

・
宗
祖
の
「
羲
農
の
世
」
に
つ
い
て
、
根
拠
を
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
、
現
世
安
穏
の
例
と
述
べ
て
い
る
。

・
伏
羲
・
神
農
に
関
す
る
理
解
は
『
補
注
』
に
よ
る
も
の
で
あ（
15
）る。

と
い
う
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
、『
補
注
』
に
つ
い
て
は
、
中
山
法
華
経
寺
三
世
の
日
祐
の
『
本
尊
聖
教（
16
）録』
に
も
記
録
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
補
注
』
を
宗
祖
が
読
ん
で
い
た
可
能
性
は
高
い
。
し
か
し
、『
補
注
』
及
び
日
朝
の
解
釈
に
よ
る
三
皇

五
帝
の
説
明
文
か
ら
は
、
伏
羲
神
農
が
理
想
的
な
治
世
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
読
み
取
れ
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
二
つ
に
お
け
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る
「
羲
農
の
世
」
に
関
す
る
記
述
が
、「
羲
農
」
の
業
績
の
み
を
述
べ
て
お
り
、
そ
の
治
世
の
結
果
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
か
述
べ
て

い
な
い
た
め
で
あ
る
。

　

ま
た
、
か
つ
て
拙
稿
で
示
し
た（
17
）が、
宗
祖
に
お
け
る
三
皇
五
帝
は
『
法
華
文
句
記
』
で
は
な
く
『
金
光
明
経
文
句
記
』
の
記
述
を

参
考
に
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
宗
祖
は
『
法
華
文
句
記
』
や
『
補
注
』
を
目
に
し
つ
つ
も
、
用
い
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
日
朝

の
『
如
説
修
行
鈔
見
聞
』
に
あ
る
よ
う
に
、
類
似
し
た
内
容
の
記
事
が
あ
る
文
献
を
探
し
出
し
、
宗
祖
と
の
関
係
を
踏
ま
え
て
そ
の

書
名
を
示
す
と
い
う
作
業
は
非
常
に
重
要
な
作
業
で
あ
り
、
日
朝
の
原
典
確
認
作
業
自
体
は
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
を

精
査
し
た
う
え
で
宗
祖
が
参
考
と
し
た
と
思
わ
れ
る
文
献
を
示
し
て
い
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
後
の
宗
祖
御
遺
文
の
注
釈
書

が
こ
の
日
朝
の
も
の
を
参
考
に
し
、
そ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
を
考
え
た
と
き
、
問
題
が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

　

ハ
　
安
国
院
日
講
（
一
六
二
六
―
九
八
）『
録
内
啓（
18
）蒙』

　
『
録
内
啓
蒙
』
は
安
国
院
日
講
が
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
撰
述
し
た
宗
祖
御
遺
文
の
注
釈
書
で
あ
る
。『
日
蓮
宗
事
典
』
に
よ
れ

ば
、

遺
文
に
関
す
る
百
科
事
典
的
性
格
を
有
し
、
以
後
の
日
蓮
教
学
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
遺
文
注
釈
史
上
に
最
高
権
威
と
し

て
の
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ（
19
）る。

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
録
内
啓
蒙
』
中
、『
如
説
修
行
鈔
』『
立
正
安
国
論
』
の
注
釈
に
お
い
て
「
羲
農
」
は
名
称
の
み
挙
げ
ら
れ

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、『
開
目
抄
』
に
は
三
皇
五
帝
の
項
が
あ
り
、
そ
の
中
で
伏
羲
神
農
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ

の
箇
所
を
引
用
す
る
。

史
記
ノ
太
史
公
ノ
説
ハ
三
皇
ヲ
沙
汰
セ
ス　

黄
帝
顓
頊
帝
嚳
尭
舜
ヲ
五
帝
ト
セ
リ
〈
中
略
〉
皇
甫
謐
カ
帝
王
代
記
ニ
依
テ
伏
羲
神
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農
黄
帝
ヲ
三
皇
ト
シ
〈
中
略
〉
上
来
ノ
衆
説
ノ
中
ニ
諸
文
ニ
多
ク
ハ
帝
王
代
記
ノ
三
皇
五
帝
ノ
説
ヲ
用
ヒ
来
レ
リ　

コ
レ
孔
安
国

4

4

4

4

4

カ
尚
書
ノ
序
ニ
出
タ
ル
義
ナ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

リ4

（
20
）

と
あ
る
。
こ
こ
で
日
講
が
引
用
し
て
い
る
書
物
の
う
ち
、『
帝
王
代
記
』
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。『
尚
書
序
』
と
は
『
文（
21
）選』
に
あ

る
。

　

日
講
の
注
釈
で
引
か
れ
て
い
る
書
物
で
あ
る
『
尚
書（
22
）序』
で
あ
る
が
、
本
書
を
宗
祖
が
参
考
に
し
た
形
跡
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
ま

た
、
各
蔵
書
目
録
に
も
『
尚
書
』
は
存
在
し
な
い
。
少
な
く
と
も
「
羲
農
の
世
」
の
注
釈
に
つ
い
て
は
日
講
に
お
け
る
注
釈
も
ま
た

日
朝
と
同
じ
く
、
宗
祖
の
御
遺
文
に
忠
実
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。

　

ニ
　
苅
谷
日
任
『
日
隆
聖
人
御
文
段
如
説
修
行
鈔
講
話
』

　

本
書
は
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
に
出
版
さ
れ
た
。
本
書
に
よ
る
と
、
隆
師
の
「
小
科
第
五
」
の
「
現
世
安
穏
の
得
用
を
結
成
し

断
疑
生
信
せ
し
む
」
と
い
う
箇
所
に
つ
い
て

上
の
中
科
第
三
の
中
、
前
の
小
科
第
二
、
第
三
、
第
四
は
本
門
の
三
大
秘
法
の
事
実
が
如
説
修
行
の
折
伏
行
に
よ
り
て
顕
る
る
事

を
明
さ
れ
た
る
故
、
当
科
は
現
世
安
穏
の
徳
用
を
結
び
て
、
現
世
不
安
穏
な
り
と
云
ふ
疑
ひ
を
断
じ
て
現
世
安
穏
の
得
用
を
信
ぜ

し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

既
に
本
門
の
三
大
秘
法
が
折
伏
行
に
よ
り
て
顕
る
る
な
ら
ば
そ
れ
は
仏
の
世
界
が
現
れ
た
の
で
如
説
修
行
の
行
者
は
既
に
即
身
成

仏
し
て
あ
り
、
其
の
一
家
は
即
身
成
仏
の
一
家
で
あ
り
、
そ
の
国
は
既
に
即
身
成
仏
の
仏
国
土
で
あ
る
。
既
に
一
身
一
家
一
国
悉

く
成
仏
す
る
な
ら
ば
忽
ち
に
現
世
安
穏
の
勝
用
が
顕
れ
、
如
何
な
る
大
難
に
値
ふ
と
も
そ
れ
を
単
な
る
大
難
苦
痛
と
は
為
さ
な
い

で
大
功
徳
を
成
就
す
る
為
の
苦
痛
修
行
で
あ
る
と
す（
23
）る。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
苅
谷
師
は
要
約
し
て
、
災
難
こ
そ
が
如
説
修
行
の
行
者
に
と
っ
て
は
進
む
べ
き
光
明
を
見
い
だ
す
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も
の
で
あ
り
、
現
世
安
穏
の
勝
用
で
あ
る
。
こ
れ
を
自
身
の
身
に
得
れ
ば
現
世
安
穏
の
勝
用
は
我
が
身
の
得
用
と
し
て
顕
さ
れ
る
の

で
あ
る
と
し
、
隆
師
の
「
得
用
」
と
い
う
単
語
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
こ
そ
隆
師
が
「
小
科
第
五
」
に
お
い
て
「
勝

用
」
を
「
得
用
」
と
改
め
た
理
由
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
い
で
苅
谷
師
は
本
文
を
解
釈
し
て

法
華
経
の
寿
量
品
に　

宝
樹
花
果
多
く
し
て
衆
生
の
遊
楽
す
る
所
な
り　

と
あ
る
。
こ
れ
を
本
文
に
、
世
は
羲
農
の
世
と
な
り
て

今
生
に
は
不
祥
の
災
難
を
は
ら
い
長
生
の
術
を
得
、
と
申
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
羲
農
の
世
と
は
、
羲
は
伏
羲
、
農
は
神
農
、
こ
の

二
帝
は
支
那
の
太
古
の
王
に
し
て
伏
羲
は
文
字
を
製
し
男
女
の
礼
を
教
へ
山
猟
海
漁
の
道
を
教
へ
、
神
農
は
農
工
を
お
し
へ
医
薬

を
製
し
産
業
の
道
を
立
て
ら
れ
た
の
で
、
こ
の
二
帝
は
神
の
如
き
心
を
以
て
世
を
治
め
給
ふ
故
に
泰
平
和
楽
の
世
で
あ
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
今

我
等
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
へ
て
本
門
の
三
大
秘
法
を
持
て
ば
仏
の
心
を
以
て
治
む
る
世
が
現
れ
る
故
に
、
羲
農
の
世
と
な
り
て

と
申
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
斯
の
如
く
伏
羲
神
農
の
世
を
こ
の
現
世
に
移
し
た
る
が
如
き
仏
国
土
が
現
る
る
な
ら
ば
三
災
七
難
忽
ち

に
除
か
れ
、
富
め
る
者
は
富
を
喜
び
貧
し
き
者
は
そ
の
貧
き
を
楽
し
み
尊
貴
な
る
は
其
の
尊
貴
を
徳
と
し
て
賤
し
き
は
賤
し
き
に

あ
る
を
徳
と
す（
24
）る。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
羲
農
の
世
は
や
は
り
古
代
中
国
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
理
想
の
世
の
こ
と
で
あ
り
、
仏
国
土
に
擬
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
解
釈
は
隆
師
に
よ
る
も
の
と
全
く
同
じ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
羲
農
」
と
い
う
単
語
が
用
い
ら
れ
た
理
由
を
見
い
だ

す
事
は
出
来
な
い
。
ま
た
苅
谷
師
の
言
う
「
羲
農
」
の
解
釈
は
『
史
記
』
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
、『
如
説
修
行
鈔
』
に
関
連
す
る
注
釈
書
を
確
認
し
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
か
ら
も
明
確
な
回
答
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
特
に

日
朝
や
日
講
の
行
っ
て
し
ま
っ
た
「
原
典
至
上
主
義
」
と
も
い
う
べ
き
意
識
は
、
近
代
以
降
に
編
ま
れ
た
注
釈
書
に
も
影
響
を
与
え
、

宗
祖
の
真
意
を
知
り
得
な
い
と
い
う
問
題
点
を
浮
き
彫
り
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
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三　

宗
祖
在
世
当
時
の
文
献
に
見
る
「
羲
農
」

　

先
行
研
究
を
確
認
し
、
日
蓮
教
学
史
上
、「
羲
農
」
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
か
を
示
し
た
。
結
果
、「
羲
農
の
世
」
の
本

来
の
意
味
が
仏
教
以
前
の
世
界
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
「
羲
農
の
世
」
と
い
う
単
語
が
一
般
性
を
持
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
の

二
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
考
察
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
出
来
た
と
思
う
。
こ
こ
で
は
、
宗
祖

在
世
当
時
の
文
献
か
ら
、「
羲
農
」
と
い
う
単
語
を
抜
き
出
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
を
示
す
。

全
て
の
文
献
に
当
た
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
あ
る
が
、
様
々
な
文
献
に
お
い
て
「
羲
農
」
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
を
示

す
事
で
、
宗
祖
が
『
立
正
安
国
論
』『
如
説
修
行
鈔
』
に
お
い
て
「
羲
農
の
世
」
と
い
う
単
語
に
与
え
た
意
味
合
い
の
特
異
性
及
び
、

単
語
自
体
の
特
異
性
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。

　

以
下
に
挙
げ
る
文
献
と
宗
祖
の
間
に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
り
、
宗
祖
が
影
響
を
受
け
た
か
否
か
に
注
目
し
て
見
て
い
き
た
い
。

勿
論
、
宗
祖
在
世
に
存
在
し
た
す
べ
て
の
書
物
に
目
を
通
す
事
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
確
認
で
き
る
も
の
は
非
常
に
少
な
い
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
で
は
あ
る
が
、「
羲
農
」
と
い
う
単
語
自
体
非
常
に
珍
し
い
単
語
で
あ
る
。
三
皇
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
神
に

も
い
く
つ
か
の
例
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
宗
祖
は
三
皇
を
「
伏
羲
・
神
農
・
黄
帝
」
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
金
光
明
経
文
句

記
』
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
か
ら
「
羲
農
」
の
み
を
取
り
あ
げ
た
事
は
他
に
例
を
見
な
い
表
現
で
あ

る
こ
と
を
ま
ず
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

宗
祖
が
確
認
・
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
外
典
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
三
好
鹿
雄
の
「
日
蓮
聖
人
所
覧
の
外
典
に
就
い（
25
）て」
が

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
三
好
の
挙
げ
た
書
物
の
う
ち
、「
羲
農
」
と
い
う
単
語
が
登
場
す
る
書
物
に
つ
い
て
見
て
い
く
。「
羲
農
」
と
い

う
単
語
が
登
場
す
る
書
物
は
『
文
選
』
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、「
伏
羲
・
神
農
」
と
し
て
で
あ
れ
ば
『
周
易
』『
史
記
』『
白
虎
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通
』
に
登
場
す
る
。
以
下
に
そ
れ
ぞ
れ
の
書
物
の
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
。

古
者
包
羲
農
氏
之
王
天
下
也
。
仰
則
観
象
於
天
。
俯
則
観
法
於
地
。
観
鳥
獣
之
文
与
地
之
宜
。
近
取
諸
身
。
遠
取
諸
物
。
於
是
始

作
八
卦
。
以
通
神
明
之
徳
。
以
類
万
物
之
情
。
作
結
縄
而
為
網
罟
。
以
佃
以
漁
。
蓋
取
諸
離
。
包
羲
氏
没
。
神
農
氏
作
。
斬
木
為

耜
。
揉
木
為
耒
。
耒
耨
之
利
。
以
教
天
下
。
蓋
取
諸
益
。
日
中
為
市
。
致
天
下
之
民
。
聚
天
下
之
貨
。
交
易
而
退
。
各
得
其
所
。

蓋
取
所
噬
嗑
。
神
農
氏（
26
）没。

こ
れ
は
『
易
経
』
の
「
繋
辞
伝
下
」
に
見
ら
れ
る
、
伏
羲
・
神
農
の
記
述
で
あ
る
。
要
約
す
れ
ば
、
伏
羲
は
、
天
の
運
行
を
見
、
ま

た
地
に
法
を
定
め
、
鳥
獣
を
司
り
、
八
卦
の
占
い
を
創
始
し
、
網
を
作
り
、
狩
を
民
に
教
え
た
と
あ
る
。
そ
し
て
神
農
は
木
を
加
工

し
て
農
機
具
を
作
り
民
に
農
耕
を
教
え
て
い
る
。
ま
た
貨
幣
を
造
り
、
人
民
に
商
売
を
教
え
た
と
あ
る
。
こ
の
文
か
ら
は
伏
羲
・
神

農
の
業
績
は
読
み
取
れ
る
が
、「
羲
農
の
世
」
が
ど
の
よ
う
な
世
で
あ
っ
た
の
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

　

続
い
て
『
史
記
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

太
皥
包
羲
氏
。
風
姓
。
代
燧
人
氏
。
継
天
而
王
。〈
中
略
〉
蛇
身
人
首
。
按
伏
羲
風
姓
。
出
国
語
、
其
花
胥
巳
下
出
帝
王
世
紀
。

然
雷
澤
、
澤
名
、
即
舜
所
漁
之
地
、
在
済
陰
、
成
紀
亦
地
名
、
按
天
水
有
成
紀
県　

有
聖
徳
。
仰
則
観
象
於
天
。
俯
則
観
法
於
地
。

周
観
鳥
獣
之
文
与
地
之
宜
。
近
取
諸
身
。
遠
取
諸
物
。
始
画
八
卦
。
以
通
神
明
之
徳
。
以
類
万
物
之
情
。
造
書
契
以
代
結
縄
之
政
。

於
是
始
制
嫁
娶
。
以
儷
皮
為
礼
。〈
中
略
※
筆
者
注
『
史
記
』
に
お
け
る
三
皇
は
「
伏
羲
・
女
媧
・
神
農
」
で
あ
り
、
こ
こ
で

は
女
媧
の
箇
所
を
略
し
た
〉
炎
帝
神
農
氏
。
姜
姓
。
母
曰
女
登
。
有
嬌
氏
之
女
為
少
典
妃
。
感
神
龍
而
生
炎
帝
。
人
身
牛
首
。

長
於
姜
水
。
因
以
為
姓
。
火
徳
王
。
故
曰
炎
帝
。
以
火
名
官
。
斬
木
為
耜
。
揉
木
為
耒
。
耒
耨
之
用
以
教
万
人
。
始
教
耕
。
故
号

神
農
氏
。
於
是
作
蜡
祭
。
以
赭
鞭
鞭
草
木
。
始
嘗
百
草
。
始
有
医
薬
。
又
作
五
弦
之
瑟
。
教
人
日
中
為
市
。
交
易
而（
27
）退。

『
史
記
』
に
お
け
る
「
伏
羲
・
神
農
」
の
記
事
は
以
上
で
あ
る
。
そ
の
箇
所
に
は
堯
王
に
見
ら
れ
る
「
鼓
腹
撃（
28
）壌」
の
よ
う
な
エ
ピ
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ソ
ー
ド
も
な
く
、
た
だ
業
績
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
部
『
易
経
』
に
追
加
さ
れ
た
業
績
が
あ
る
が
、
大
き
な
変
化
は
な
い
。

　

次
に
『
白
虎
通
』
で
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

三
王
者
何
謂
也
。
謂
伏
羲
神
農
燧
人
也
。
或
曰
伏
羲
神
農
祝
融
也
。
礼
曰
伏
羲
神
農
祝
融
三
皇
也
謂
之
伏
羲
者
何
。
古
之
時
未
有

三
綱
六
紀
民
人
但
知
其
母
不
知
其
父
。
能
覆
前
而
不
能
覆
後
臥
之
詓
詓
起
之
吁
吁
飢
即
求
食
飽
即
弃
余
茹
毛
飲
血
而
衣
皮
韋
於
是

伏
羲
仰
観
象
於
天
俯
察
法
於
地
因
夫
婦
正
五
行
始
定
人
道
画
八
卦
以
治
下
治
下
伏
而
化
之
故
謂
之
伏
羲
也　

謂
之
神
農
何
古
之
人

民
皆
食
禽
獣
肉
至
於
神
農
人
民
衆
多
禽
獣
不
足
於
是
神
農
因
天
之
時
分
地
之
利
制
耒
耜
教
民
農
作
神
而
化
之
使
民
宜
之
故
謂
之
神

農（
29
）也

三
好
は
こ
の
文
中
の
「
古
之
時
未
有
三
綱
六
紀
民
人
但
知
其
母
不
知
其
父
」
と
い
う
箇
所
が
『
開
目
抄
』
の
「
三
皇
已
前
は
父
を
し

ら
ず
。
人
皆
禽
獣
に（
30
）同」
と
い
う
部
分
と
同
じ
で
あ
り
、
宗
祖
が
『
白
虎
通
』
か
ら
こ
の
部
分
を
引
用
し
て
『
開
目
抄
』
等
に
用
い

た
と
し
て
い
る
が
、『
開
目
抄
』
の
こ
の
部
分
は
道
宣
の
『
集
古
今
仏
道
論（
31
）衡』
に
依
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、

宗
祖
が
『
白
虎
通
』
を
読
ん
で
い
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
よ
っ
て
、
書
名
の
み
は
『
弘
決
』
か
ら
知
っ
て
い
た
が
、
実

際
に
読
ん
だ
と
は
確
認
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
は
『
文
選
』
の
「
答
賓
戯
」
の
一
節
で
あ
る
。

方
今
大
漢
。
洒
埽
群
穢
。
夷
険
芟
荒
。
恢
皇
綱
。
基
隆
於
羲
農
。
規
広
於
黄
唐
。
其
君
天
下
也
。
炎
之
如
日
。
威
之
如
神
。
函
之

如
海
。
養
之
如（
32
）春。

三
好
に
よ
れ
ば
、『
文
選
』
の
文
章
を
参
考
に
し
た
と
い
う
宗
祖
御
遺
文
は
多
く
あ（
33
）る。
よ
っ
て
『
文
選
』
自
体
は
宗
祖
が
参
考
に

し
た
可
能
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。「
答
賓
戯
」
と
は
後
漢
の
班
固
の
著
作
で
あ
る
。
内
容
的
に
は
、
後
漢
の
政
治
が
定
ま
り
、

そ
の
政
治
の
あ
り
よ
う
は
、「
羲
農
」
よ
り
も
盛
ん
で
あ
り
、「
黄
唐
」
す
な
わ
ち
黄
帝
・
唐
堯
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
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あ
る
。
三
好
の
挙
げ
た
宗
祖
所
覧
と
考
え
ら
れ
る
書
物
の
中
で
唯
一
「
羲
農
」
と
い
う
表
現
を
も
つ
文
章
が
こ
れ
で
は
あ
る
が
、
そ

の
内
容
的
に
見
る
と
、
比
較
対
象
と
し
て
、
劣
る
も
の
と
し
て
の
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
劣
っ
た
例
を
宗
祖
が
敢
え
て
理
想
と
し

て
と
ら
え
た
と
す
れ
ば
、
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
次
は
『
文
選
』
の
「
尚
書
序
」
の
一
節
で
あ
る
。

古
者
。
伏
羲
氏
之
王
天
下
也
。
始
画
八
卦
。
造
書
契
。
以
代
結
縄
之
政
。
由
是
文
籍
生
焉
。
伏
羲
神
農
黄
帝
之
書
。
謂
之
三
墳
。

言
大
道（
34
）也。

『
尚
書
』
と
は
四
書
五
経
の
一
つ
で
あ
る
『
書
経
』
の
古
名
で
あ
る
。
こ
の
『
尚
書
』
の
序
文
の
み
が
『
文
選
』
に
あ
る
。
著
者
は

孔
安（
35
）国で
あ
る
。『
尚
書
』
本
文
は
堯
舜
以
降
の
記
述
で
、
三
皇
は
序
文
の
み
に
登
場
す
る
。
引
用
文
に
あ
る
よ
う
に
、
記
述
と
し

て
は
伏
羲
に
関
す
る
も
の
の
み
で
あ
る
。
ま
た
伏
羲
に
関
す
る
も
の
も
、
他
の
書
物
に
見
ら
れ
る
業
績
と
大
差
な
い
。
な
お
、
先
に

示
し
た
よ
う
に
『
録
内
啓
蒙
』
で
は
「
尚
書
序
」
を
宗
祖
が
参
考
に
し
た
と
し
て
い
る
が
、
内
容
の
薄
さ
か
ら
、
こ
の
部
分
だ
け
で

は
理
想
と
言
え
る
ほ
ど
の
も
の
は
見
出
せ
な
い
。

　

以
上
、
宗
祖
所
覧
と
思
わ
れ
る
書
物
か
ら
、「
羲
農
」
に
関
す
る
記
事
を
見
た
が
、
ど
れ
も
宗
祖
の
考
え
る
理
想
像
と
直
結
す
る

も
の
は
な
い
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
次
に
管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
筆
者
が
確
認
し
た
、「
羲
農
」
と
い
う
単
語
の
登
場
す
る
書
物

を
、（
イ
）
仏
教
関
係
書
、（
ロ
）
中
国
思
想
関
係
書
、（
ハ
）
歴
史
書
、（
ニ
）
文
芸
書
の
四
種
に
分
け
て
示
す
。

（
イ
）
仏
教
関
係
書

　
『
大
正
』
に
よ
る
と
、「
羲
農
」
と
い
う
単
語
が
登
場
す
る
書
物
は
宗
祖
の
も
の
を
除
い
て
七
書
の
み
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
宗
祖

滅
後
に
成
立
し
た
『
仏
祖
歴
代
通（
36
）載』
以
外
の
『
弘
明（
37
）集』『
廣
弘
明（
38
）集』『
破
邪（
39
）論』『
北
山（
40
）録』
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
な
お
、

『
大
正
』
で
確
認
し
た
限
り
で
は
あ
る
が
、
日
本
国
内
で
著
さ
れ
た
文
献
中
で
「
羲
農
」
と
い
う
単
語
を
用
い
て
い
る
の
は
宗
祖
の
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み
で
あ
っ
た
。

　

⑴
『
弘
明
集
』

　
『
弘
明
集
』
と
は
梁
代
の
僧
、
僧
祐
（
四
四
四
？
―
五
一
八
）
の
手
に
よ
る
書
物
で
あ
る
。
僧
祐
は
「
道
は
人
を
以
て
弘
り
、
教
は

文
を
以
て
明
で
あ（
41
）る」
と
い
う
教
え
に
基
づ
い
て
、
仏
教
と
儒
教
、
道
教
の
間
に
あ
っ
た
様
々
な
葛
藤
を
仏
教
側
に
立
ち
、
そ
の
正

統
性
を
説
い
た
文
献
を
編
纂
し
た
。『
弘
明
集
』
は
全
部
で
十
四
巻
か
ら
成
り
、「
羲
農
」
は
そ
の
巻
八
に
あ
る
。「
羲
農
」
は
こ
の

う
ち
『
滅
惑
論
』
の
文
章
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
『
滅
惑
論
』
に
つ
い
て
は
確
認
出
来
な
か
っ
た
。

滅
惑
論
曰
。
神
化
変
通
教
体
匪
一
。
霊
応
感
会
隠
現
無
際
。
若
縁
在
妙
化
則
菩
薩
弘
其
道
。
化
在
麁
縁
則
聖
帝
演
其
徳
。
夫
聖
帝

菩
薩
隨
感
現
応
。
殊
教
合
契
未
始
非
仏
。
固
知
三
皇
以
来
感
滅
而
名
隱
漢
明
之
教
縁
応
而
像
現
矣
。
若
迺
三
皇
徳
化
五
帝
仁
教
。

此
之
謂
道
。
似
非
太
上
羲
農
敷
治
。
未
聞
奏
章
。
堯
舜
緝
政
寧
肯
昼
符
。
湯
武
禁
暴
豈
当
餌
丹
。
五
経
典
籍
不
齒
天
師
。
而
求
援

聖
帝
。
豈
不
非（
42
）哉

こ
こ
で
は
三
皇
五
帝
の
中
で
羲
農
が
説
か
れ
て
い
る
が
、「
三
皇
徳
化
五
帝
仁
教
」
は
菩
薩
道
の
顕
れ
た
姿
で
あ
っ
て
、
結
局
羲
農

の
世
よ
り
も
、
仏
教
に
基
づ
く
世
の
方
が
優
位
で
あ
る
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。

　

⑵
『
廣
弘
明
集
』

　
『
廣
弘
明
集
』
は
唐
代
の
僧
、
道
宣
（
八
二
六
？
―
八
九
八
）
に
よ
る
。
道
宣
は
『
弘
明
集
』
と
同
じ
趣
旨
で
仏
教
護
持
の
為
の
文

章
を
『
弘
明
集
』
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
、
及
び
『
弘
明
集
』
の
成
立
以
降
に
著
さ
れ
た
も
の
を
中
心
に
集
め
、『
廣
弘
明

集
』
を
編
纂
し
た
。
羲
農
に
つ
い
て
は
巻
二
の
『
元
魏
書
釈
老
志
』
と
、
巻
十
一
の
、
法
琳
の
『
唐
破
邪
論
』
に
あ
る
。

自
此
已
来
継
代
禍
乱
天
罰
極
行
生
民
死
盡
。
五
服
之
内
鞠
為
丘
墟
。
千
里
蕭
條
不
見
人
跡
。
皆
由
於
此
。
朕
承
天
緒
属
。
当
窮
運

之
弊
。
欲
除
偽
定
真
。
復
羲
農
之
政
其
一
切
蕩
除
胡
神
滅
其
縦
迹
。
庶
無
謝
於
風
氏
矣
。
自
今
已
後
敢
有
事
胡
神
。
及
造
其
形
像
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泥
人
銅
人
者
門（
43
）誅。

　

こ
こ
で
は
、
廃
仏
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
胡
の
神
、
即
ち
釈
迦
を
は
じ
め
と
す
る
仏
教
の
神
仏
を
廃
し
て
「
羲
農
の
政
」

に
戻
す
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
内
容
的
に
は
仏
教
の
否
定
で
あ
り
、
否
定
の
結
果
生
じ
る
世
界
の
例
で
あ
る
。

沙
門
釈
法
琳

太
史
令
朝
散
大
夫
臣
傅
奕
上
減
省
寺
塔
廃
僧
尼
事
十
有
一
條

臣
奕
言
。
臣
聞
羲
農
軒
頊
。
治
合
李
老
之
風　

弾
曰
。
詩
云
。
上
以
風
化
下
。
下
以
諷
刺
上
。
老
子
在
周
為
守
書
蔵
吏
。
如
今
祕

書
官
也
。
本
非
天
子
有
何
風
化
。
令
羲
農
上
帝
与
之
合（
44
）治

こ
れ
は
廃
仏
を
弾
じ
る
文
章
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
廃
仏
を
進
め
る
側
の
、「
羲
農
の
政
治
は
李
老
之
風
に
合
致
す
る
」
と
い

う
見
解
を
弾
じ
て
、
老
子
は
今
で
言
う
司
書
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
「
風
」
に
合
致
す
る
時
代
な
ど
、
理
想
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
と

い
う
文
脈
で
あ
る
。

　

⑶
『
破
邪
論
』

　
『
破
邪
論
』
は
唐
代
の
僧
、
法
琳
（
五
七
一
？
―
六
四
〇
）
に
よ
る
。
唐
の
高
宗
の
武
徳
四
年
（
六
二
一
）、
太
史
令
博
奕
と
い
う
人

物
が
、
仏
教
寺
塔
を
減
省
し
て
僧
尼
を
廃
す
る
と
い
う
内
容
の
十
一
箇
条
を
奏
上
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
そ
れ
に
反
駁
し
て
著
さ
れ

た
の
が
本
書
で
あ
る
。

武
徳
五
年
正
月
二
十
七
日
濟
法
寺
沙
門
釈
法

琳
啓
大
史
令
朝
散
大
夫
臣
伝
奕
上
減
省
寺
塔
廃
僧
尼
事
十
有
一
条
。
臣
奕
言
。
臣
聞
羲
農
軒
頊
。
治
合
李
老
之
風　

弾
曰
。
詩
云

上
以
風
化
下
下
以
風
刺
上
老
子
周
為
守
書
蔵
吏
如
今
秘
書
官
也
本
非
天
子
有
何
風
化
令
羲
農
上
帝
与
之
合
治 

虞
夏
湯（
45
）姫。

内
容
と
し
て
は
、『
廣
弘
明
集
』
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
廣
弘
明
集
』
が
こ
の
『
破
邪
論
』
を
引
用
し
た
た
め
で
あ
る
。
太
史
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令
博
奕
が
目
指
し
た
世
と
し
て
羲
農
の
世
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
法
淋
は
羲
農
の
世
は
今
の
あ
る
べ
き
治
世
に
合
致

し
な
い
と
断
じ
て
い
る
。
ま
た
羲
農
の
政
治
は
夏
の
虞
王
や
殷
の
湯
王
の
政
治
と
合
致
し
て
お
り
、
今
の
政
権
は
周
の
武
王
や
孔
子

の
教
え
に
従
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
仏
教
者
の
見
解
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
羲
農
の
世
」
は
参
考
に
な
ら
な
い
く
ら

い
太
古
の
政
治
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

　

⑷
『
北
山
録
』

　
『
北
山
録
』
は
唐
代
の
僧
、
神
清
著
。
同
じ
く
唐
代
の
僧
で
あ
る
慧
寶
註
の
書
物
で
あ
る
。
内
容
と
し
て
は
「
空
の
思
想
を
以
て

一
貫
し
て
居
り
、
且
孔
、
老
、
荘
、
列
、
孟
、
管
、
班
、
馬
等
の
説
を
巧
み
に
採
取
し
て
会
通
し
て
い（
46
）る」
書
で
あ
り
、
儒
仏
を
調

和
し
た
上
で
仏
教
へ
の
旨
帰
を
表
明
し
た
書
で
あ
る
。
羲
農
は
全
十
巻
中
の
巻
六
、
喪
服
に
関
す
る
箇
所
に
登
場
す
る
。
そ
れ
以
前

の
巻
で
神
清
は
儒
教
の
世
界
観
や
隋
代
ま
で
の
諸
帝
王
と
仏
教
の
関
係
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
羲
農
は
出
て
こ
な
い
。
意
味

合
い
的
に
も
羲
農
は
さ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
と
言
え
る
。

古
者
羲
農
之
淳
中
国
則
変
。
蓋
質
極
而
文
。
文
極
而
質
。
四
海
則
不
然 

夏
殷
法
地
故
質
。
周
法
於
天
故
文
也
。
四
海
不（
47
）変

こ
こ
で
は
羲
農
は
古
の
例
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

　

以
上
、
四
書
を
挙
げ
た
が
、
宗
祖
が
こ
れ
ら
の
文
献
を
参
考
と
に
し
た
か
ど
う
か
、
中
山
法
華
経
寺
三
世
日
祐
の
『
本
尊
聖
教

録
』
に
こ
れ
ら
の
文
献
は
確
認
出
来
な
か
っ
た
。
ま
た
、
内
容
的
に
見
る
と
、
廃
仏
の
結
果
生
ま
れ
る
「
世
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
、

『
廣
弘
明
集
』『
破
邪
論
』
の
事
例
と
、
太
古
の
治
世
の
一
例
と
し
て
示
さ
れ
る
『
弘
明
集
』『
北
山
録
』
の
事
例
の
二
つ
が
挙
げ
ら

れ
る
。
こ
の
内
容
だ
け
で
は
、
宗
祖
が
「
羲
農
の
世
」
を
理
想
と
捉
え
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、『
大
正
』
に
限
っ
た
話
で
は

あ
る
が
、
日
本
に
お
い
て
「
羲
農
」
と
い
う
単
語
を
使
っ
て
い
る
仏
教
者
は
宗
祖
の
み
で
あ
る
こ
と
も
、
着
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
同
時
に
、
い
か
に
珍
し
い
単
語
で
あ
っ
た
か
を
裏
付
け
る
こ
と
に
も
な
る
と
思
う
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
文
献
の
内
、『
弘
明
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集
』『
廣
弘
明
集
』『
破
邪
論
』
は
『
仏
書
解
説
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
『
奈
良
朝
現
在
一
切
経
疏
目
録
』
に
そ
の
書
名
が
あ
る
事
も
附

し
て
お
く
。

（
ロ
）
中
国
思
想
関
係
書

　
『
四
庫
全（
48
）書』
を
用
い
て
、「
羲
農
」
を
検
索
し
た
所
、
全
部
で
六
百
十
四
個
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ（
49
）た。
紙
幅
の
都
合
上
、
検
出
結

果
の
列
挙
は
割
愛
す
る
が
、
こ
れ
ら
を
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
第
一
に
、『
周
易
』
や
『
書

経
』
か
ら
の
孫
引
き
、
も
し
く
は
そ
れ
ぞ
れ
の
注
釈
書
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
先
述
の
『
周
易
』
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
特
に

付
け
加
え
た
も
の
は
な
い
。
第
二
に
は
地
理
書
に
み
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
様
々
な
地
方
に
於
い
て
、
そ
の
大
本
を
示
す
時

に
三
皇
と
の
関
わ
り
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
そ
の
大
半
が
（
ハ
）
と
し
て
挙
げ
る
歴
史
書
と
同
じ
く
、『
史
記
』
の
孫
引
き

の
場
合
が
多
い
。
主
な
も
の
に
『
書
経
大（
50
）全』『
尚
書
考（
51
）異』『
周
易
集（
52
）説』『
山
西
通（
53
）志』
な
ど
に
「
羲
農
」
の
語
が
確
認
で
き
る
。

（
ハ
）
歴
史
書

　
（
ロ
）
と
同
じ
く
『
四
庫
全
書
』
に
よ
る
と
『
前
漢（
54
）書』
や
『
旧
唐（
55
）書』『
新
唐（
56
）書』『
資
治
通（
57
）鑑』
等
に
「
羲
農
」
と
い
う
単
語

が
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
は
二
つ
の
ケ
ー
ス
に
大
別
さ
れ
る
。
一
つ
は
『
史
記
』
と
同
様
に
中
国
の
太
古
、
起
源
を
示
す
場
合
に
引
用

さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。『
史
記
』
に
お
い
て
「
伏
羲
・
神
農
」
は
「
三
皇
本
紀
」
と
い
う
部
分
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
『
史
記
』
の
最
初
の
部
分
で
あ
り
、
歴
史
書
の
場
合
は
多
く
が
そ
の
最
初
に
三
皇
の
説
話
を
引
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
内
容
は

『
史
記
』
と
大
差
な
く
、「
伏
羲
・
神
農
」
に
つ
い
て
は
個
々
の
業
績
を
述
べ
る
の
み
で
、
そ
れ
ら
の
時
代
が
理
想
的
に
治
め
ら
れ
て

い
た
と
い
う
記
述
は
見
あ
た
ら
な
い
。
も
う
一
つ
は
廃
仏
毀
釈
に
関
す
る
部
分
で
登
場
す
る
。
中
国
に
お
い
て
は
三
武
一
宗
の
廃（
58
）仏

が
有
名
で
あ
る
。
こ
う
し
た
廃
仏
の
際
に
目
指
す
べ
き
理
想
国
家
と
し
て
、
仏
教
流
入
前
の
国
家
で
あ
る
「
羲
農
の
世
」
が
挙
げ
ら

れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
『
資
治
通
鑑
』
を
引
く
。
そ
れ
に
よ
る
と
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詔
曰
、
昔
後
漢
荒
君
、
信
惑
邪
偽
、
以
乱
天
常
佛
法
自
漢
明
帝
時
入
中
國
、
楚
王
英
最
先
好
之
、
至
桓
帝
始
事
浮
屠　

自
古
、
九

州
之
中
、
未
曾
有
此
夸
誕
大
言
、
不
本
人
情
、
叔
季
之
世
、
莫
不
眩
焉
、
目
無
常
主
、
不
辯
白
黒
謂
之
眩　

由
是
政
教
不
行
禮
義

大
壊
、
九
服
之
内
、
鞠
為
丘
墟
、
鞠
窮
也　

朕
承
天
緒
、
欲
除
偽
定
眞
、
復
羲
農
之
治
治
直
更
翻　

其
一
切
盪
除
滅
其
蹤
跡
、
自

今
已
後
、
敢
有
事
胡
神
、
及
造
形
像
泥
人
銅
人
者
、
門
誅
有
非
常
之
人
、〈
中
略
〉
有
司
宣
告
征
鎭
諸
軍
刺
史
、
諸
有
浮
図
形
像

及
胡
経
、
皆
撃
破
焚
焼
、
沙
門
、
無
少
長
、
悉
抗（
59
）之、

と
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
排
斥
を
行
う
と
い
う
皇
帝
の
意
思
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
仏
教
を
排
斥
し
て
「
復
羲
農
之
治
に
復
す
」
と

述
べ
て
い
る
。
歴
史
書
に
お
い
て
「
羲
農
」
を
理
想
と
す
る
事
例
は
、
筆
者
の
確
認
し
た
限
り
、
こ
の
よ
う
に
仏
教
が
無
く
な
っ
た

場
合
に
現
れ
る
理
想
で
あ
る
。
宗
祖
所
持
の
文
献
と
し
て
『
貞
観
政
要
』
が
あ
る
こ
と
は
目
録
に
示
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ

の
事
例
の
「
羲
農
の
世
」
は
宗
祖
の
意
図
し
た
も
の
と
は
異
な
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
ニ
）
文
芸
書

　
『
四
庫
全
書
』
に
お
い
て
確
認
で
き
た
「
羲
農
」
と
い
う
単
語
に
つ
い
て
、
最
も
多
く
登
場
す
る
の
が
、
漢
詩
等
の
文
芸
書
で
あ

る
。
そ
れ
ら
が
実
際
に
宗
祖
在
世
当
時
、
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
確
認
出
来
な
い
。
な
お
、
先
に
挙
げ
た
『
文

選
』
自
体
も
一
種
の
名
文
集
で
あ
る
。
諸
説
あ
る
が
『
文
選
』
は
奈
良
時
代
に
は
す
で
に
日
本
に
渡
っ
て
お
り
、『
枕
草（
60
）子』
や

『
徒
然（
61
）草』
等
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
宗
祖
は
日
本
版
『
文
選
』
と
も
言
う
べ
き
『
本
朝
文（
62
）粋』
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
文
芸
書
に
も
目
を
通
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
々
の
ケ
ー
ス
全
て
を
確
認
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
た

め
、
こ
こ
で
は
陶
淵（
63
）明の
漢
詩
を
引
用
す
る
。

　
　
［
原
文
］　　
　
　
　
　
［
書
き
下
し
文
］

　
　

飲
酒　

序
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余
閑
居
寡
歡　
　
　
　

余
閑
居
し
て
歡
び
寡
く

　

兼
比
夜
已
長　
　
　
　

兼
ね
て
こ
の
ご
ろ
夜
已
に
長
し

　

偶
有
名
酒　
　
　
　
　

偶
た
ま
名
酒
あ
れ
ば

　

無
夕
不
飮　
　
　
　
　

夕
と
し
て
飮
ま
ざ
る
無
し

　

顧
影
獨
盡　
　
　
　
　

影
を
顧
み
て
獨
り
盡
く
し

　

忽
焉
復
醉　
　
　
　
　

忽
焉
と
し
て
復
た
醉
ふ

　

既
醉
之
後　
　
　
　
　

既
に
醉
ひ
て
の
後
は

　

輒
題
數
句
自
娯　
　
　

輒
ち
數
句
を
題
し
て
自
か
ら
娯
し
む

　

紙
墨
遂
多　
　
　
　
　

紙
墨
遂
に
多
く

　

辭
無
詮
次　
　
　
　
　

辭
に
詮
次
無
し

　

聊
命
故
人
書
之　
　
　

聊
か
故
人
に
命
じ
て
之
を
書
せ
し
め

　

以
爲
歡
笑
爾　
　
　
　

以
て
歡
笑
と
爲
さ
ん
の（
64
）み

　
［
原
文
］　　
　
　
　
　
［
書
き
下
し
文
］

　

 

其
二
十

　

羲
農
去
我
久

4

4

4

4

4　
　
　
　

羲
農　

我
を
去
る
こ
と
久
し
く
、

　

挙
世
少
復
真

4

4

4

4

4　
　
　
　

世
を
挙
っ
て
真
に
復
る
こ
と
少
し
。

　

汲
汲
魯
中
叟　
　
　
　

汲
々
た
り
魯
中
の
叟
、
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彌
縫
使
其
淳　
　
　
　

彌
縫
し
て
其
を
し
て
淳
な
ら
し
む
。

　

鳳
長
雖
不
至　
　
　
　

鳳
鳥　

至
ら
ず
と
雖
も
、

　

礼
楽
暫
得
新　
　
　
　

礼
楽
暫
く
新
な
る
を
得
た
り
。

　

洙
泗
輟
微
響　
　
　
　

洙
泗　

微
響
輟
ん
で
、

　

漂
流
逮
狂
秦　
　
　
　

漂
流
し
て
狂
秦
に
逮
ぶ
。

　

詩
書
復
何
罪　
　
　
　

詩
書
復
た
何
の
罪
か
あ
る
、

　

一
朝
成
灰
燼　
　
　
　

一
朝
に
し
て
灰
燼
と
成
る
。

　

區
區
諸
老
翁　
　
　
　

區
區
た
り
諸
老
翁
、

　

為
事
誠
殷
勤　
　
　
　

事
を
為
す
に
誠
に
殷
勤
た
り
。

　

如
何
絶
世
下　
　
　
　

如
何
ぞ
絶
世
の
下
、

　

六
籍
無
一
親　
　
　
　

六
籍　

一
つ
だ
も
親
し
む
べ
き
無
し
。

　

終
日
馳
車
走　
　
　
　

終
日　

車
を
馳
せ
走
り
て
、

　

不
見
所
問
津　
　
　
　

津
を
問
ふ
所
を
見
ず
。

　

若
復
不
快
飲　
　
　
　

若
し
復
た
快
飲
せ
ず
ん
ば
、

　

空
負
頭
上
巾　
　
　
　

空
し
く
頭
上
の
巾
に
負
か
ん
。

　

但
恨
多
謬
誤　
　
　
　

但
だ
恨
む
ら
く
は
謬
誤
多
か
ら
ん

　

君
当
恕
酔
人　
　
　
　

君
当
に
酔
人
を
恕
す
べ（
65
）し。

陶
淵
明
は
酒
に
酔
っ
た
勢
い
で
数
編
の
詩
を
作
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中
で
羲
農
と
い
う
単
語
の
出
て
く
る
こ
の
詩
は
、
昔
を
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懐
か
し
む
意
味
合
い
で
羲
農
と
い
う
単
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
羲
農
を
真
と
表
現
し
て
い
る
点
は
、
陶
淵
明
の
主
観
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
に
挙
げ
た
文
献
に
は
、
こ
の
よ
う
に
主
観
と
し
て
「
羲
農
の
世
」
を
理
想
化
す
る
例
は
、
廃
仏
の
場
合
の
他
に
は
見
え
な
い

表
現
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
様
々
な
文
献
に
見
ら
れ
る
「
羲
農
」
を
調
べ
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
、「
羲
農
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の

か
を
示
し
た
。
そ
の
上
で
未
だ
解
決
で
き
な
い
問
題
点
と
し
て
、
宗
祖
在
世
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
文
献
が
あ
り
、
宗
祖
が
ど
の

よ
う
な
文
献
を
所
持
・
閲
覧
し
た
の
か
が
、
確
認
で
き
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
宗
祖
は
自
身
の
読
書
録
や
文
献
目
録
の
よ
う
な
も

の
を
残
し
て
い
な
い
。
又
、
宗
祖
が
勉
学
し
た
と
さ
れ
る
比
叡
山
は
、
当
時
多
く
の
文
献
を
所
蔵
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

の
後
多
く
を
焼
失
し
て
お
り
、
宗
祖
に
お
け
る
叡
山
勉
学
期
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
文
献
が
あ
っ
た
か
全
く
分
か
ら
な
い
。
今
回
は

宗
祖
の
所
持
さ
れ
て
い
た
文
献
の
目
録
と
し
て
、
日
祐
に
よ
る
『
本
尊
聖
教
録
』
を
は
じ
め
門
下
に
よ
る
目
録
を
用
い
た
が
、
も
ち

ろ
ん
こ
れ
は
十
分
な
も
の
で
は
な
い
。

　

以
上
の
こ
と
よ
り
、
あ
く
ま
で
も
現
在
確
認
し
得
る
文
献
の
み
で
、
本
章
を
ま
と
め
る
と
、「
羲
農
」
と
い
う
単
語
は
一
般
性
の

無
い
、
人
々
に
馴
染
み
の
な
い
単
語
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
先
行
研
究
に
お
い
て
「
羲
農
の
世
」
＝
「
中
国
思
想
」

上
の
理
想
世
界
と
い
う
解
釈
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
が
、
今
回
確
認
で
き
た
文
献
を
見
る
限
り
、「
羲
農
の
世
」
＝
理
想
と
す
る
考

え
は
、
反
仏
教
的
解
釈
の
も
の
が
主
で
あ
り
、
そ
の
他
の
文
献
で
は
「
羲
農
」
の
業
績
の
み
を
記
し
て
お
り
、
そ
こ
に
「
羲
農
の

世
」
＝
理
想
と
す
る
見
解
が
見
ら
れ
な
い
。

　

以
上
の
点
よ
り
、
宗
祖
が
「
羲
農
」
と
い
う
単
語
を
御
遺
文
で
用
い
た
の
に
は
、
何
ら
か
の
資
料
か
ら
孫
引
き
し
て
用
い
た
も
の

で
は
な
く
、
宗
祖
独
自
の
考
え
が
あ
っ
た
上
で
用
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
言
え
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、「
羲
農
の
世
」
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
か
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
羲
農
と
い
う
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単
語
が
伏
羲
・
神
農
と
い
う
中
国
太
古
の
伝
説
上
の
神
名
で
あ
り
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
業
績
の
紹
介
の
み
が
な
さ
れ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
宗
祖
が
『
如
説
修
行
鈔
』
に
お
い
て
、
な
ぜ
こ
の
単
語
を
用
い
た
の
か
、
今
ま

で
十
分
な
説
明
が
さ
れ
て
き
て
い
な
い
と
い
う
研
究
史
を
示
す
こ
と
が
出
来
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
及
び
宗
祖
に
先
行
す
る
文
献
は
、
い
ず
れ
も
「
羲
農
の
世
」
＝
理
想
世
界
と
い
う
構
図
か
ら
出
て
い
な
い
。

つ
ま
り
宗
祖
が
『
開
目
抄
』
に
お
い
て
「
三
皇
已
前
に
父
を
し
ら
ず
、
人
皆
禽
獸
に
同
ぜ
し
が
ご
と（
66
）し。」
と
述
べ
、
否
定
し
た
は

ず
の
世
が
そ
の
後
の
『
如
説
修
行
鈔
』
に
お
い
て
肯
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
矛
盾
に
対
し
て
は
こ
れ
ま
で
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
は
、「
羲
農
の
世
」
と
い
う
単
語
が
今
ま
で
等
閑
視
さ
れ
て
き

た
証
し
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

四　

小
結

　

宗
祖
が
「
羲
農
の
世
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
意
図
、
及
び
「
羲
農
の
世
」
と
い
う
単
語
の
意
味
す
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
明

ら
か
に
し
た
い
と
い
う
の
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。

　
『
如
説
修
行
鈔
』
と
同
じ
く
、「
羲
農
」
と
い
う
単
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
『
立
正
安
国
論
』
に
つ
い
て
は
、
対
告
衆
で
あ
る
北
条

時
頼
は
そ
の
学
問
環
境
等
か
ら
「
中
国
哲
学
」
に
関
す
る
造
詣
が
深
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、「
羲
農
」
に
つ
い
て
十
分
理
解

し
得
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
人
々
御
中
へ
」
と
書
か
れ
た
人
々
、
す
な
わ
ち
、
宗
祖
の
檀
越
に
と
っ
て
は
一
般
的
な
単
語
で
は
無

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、
宗
祖
に
お
け
る
「
羲
農
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
筆
者
は
以
下
の
仮
説
を
提
唱
し
た
い
。
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第
一
は
、「
羲
農
」
と
い
う
表
現
の
見
ら
れ
る
文
献
で
あ
る
『
立
正
安
国
論
』
と
『
如
説
修
行
鈔
』
の
う
ち
『
如
説
修
行
鈔
』
に

つ
い
て
、
成
立
年
代
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
羲
農
の
世
」
と
い
う
「
中
国
思
想
」
に
基
づ
く
も
の
の
評

価
は
佐
渡
流
罪
を
契
機
と
し
て
変
化
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
仏
教
的
理
想
世
界
と
同
格
の
も
の
か
ら
、
そ
れ
に
準
じ
る
も
の
へ
と

評
価
が
下
が
っ
て
い
る
。
宗
祖
の
「
羲
農
の
世
」
に
対
す
る
評
価
が
高
い
時
期
に
、『
如
説
修
行
鈔
』
の
該
当
箇
所
が
既
に
存
在
し

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
如
説
修
行
鈔
』
を
書
誌
学
的
に
見
る
と
、
系
年
は
文
永
十
年
（
一
二
七
三
）、
著
述
地
は
佐
渡
一
谷
で
あ
る
。
真
蹟
は
伝
わ
っ
て

お
ら
ず
、
古
写
本
は
京
都
要
法
寺
第
四
世
大
夫
阿
闍
梨
日
尊
（
一
二
六
五
―
一
三
四
五
）
の
永
仁
五
年
（
一
二
九
七
）
筆
写
の
二
十
一

紙
が
茨
城
県
富
久
成
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
系
年
や
著
述
地
は
と
も
か
く
と
し
て
、
宗
祖
の
真
蹟
が
存
在
し
て
い
な
い
。

こ
の
『
如
説
修
行
鈔
』
の
真
偽
に
つ
い
て
は
今
成
元
昭
氏
が
偽
書
と
い
う
見
解
を
出
し
、
そ
れ
に
対
し
て
多
く
の
反
論
が
さ
れ
て

い（
67
）る。
筆
者
は
「
羲
農
」
と
い
う
一
つ
の
単
語
を
以
て
、
内
容
的
、
思
想
的
に
見
て
少
な
く
と
も
「
羲
農
」
に
つ
い
て
の
箇
所
は
佐

渡
流
罪
以
前
に
成
立
し
て
お
り
、
そ
の
底
本
に
従
っ
て
正
本
が
佐
渡
流
罪
期
に
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
系
年
を

正
し
い
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
宗
祖
は
佐
渡
流
罪
以
前
に
す
で
に
『
如
説
修
行
鈔
』
を
完
成
乃
至
心
中
で
確
立
さ
せ
て
い
て
、
そ
れ

が
表
出
し
た
の
が
開
本
両
抄
著
述
後
の
一
谷
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
、
理
想
の
譬
喩
と
し
て
は
、
時
期
的
に
も
思
想
的
に

も
正
し
く
な
い
が
、
そ
の
ま
ま
「
羲
農
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
宗
祖
に
お
け
る
説
話
引
用
の
姿
勢
は
非
常
に
厳
格
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
単
語
を
以
て
、

『
如
説
修
行
鈔
』
が
宗
祖
の
手
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
、
即
ち
偽
書
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

第
二
は
宗
祖
が
「
羲
農
」
に
独
自
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
宗
祖
が
三
皇
の
う
ち
伏
羲
・
神
農
の
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二
者
の
み
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
宗
祖
の
出
自
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
宗
祖
は
自
ら
の
出
自
に
つ

い
て
、「
片
海
の
海
人
が
子
」
と
述
べ
て
い
る
。『
易
経
』
等
に
よ
れ
ば
、
伏
羲
は
網
を
作
り
、
人
民
に
漁
を
教
え
た
神
で
あ
る
。
ま

た
神
農
は
そ
の
名
に
あ
る
よ
う
に
、
人
民
に
農
業
を
教
え
た
神
で
あ
る
。
宗
祖
は
、
漁
業
や
農
業
と
い
う
第
一
次
産
業
に
強
い
関
心

を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
『
立
正
安
国
論
』
の
冒
頭
に
あ
る
客
の
言
葉
と
し
て

旅
客
来
嘆
曰
自
近
年
至
近
日
天
変
地
夭
飢
饉
疫
癘
遍
満
天
下
広
迸
地
上
。
牛
馬
斃
巷
骸
骨
充
路
。
招
死
之
輩
既
超
大
半
不
悲
之
族

敢
無
一（
68
）人

と
あ
り
、
世
間
の
人
々
が
飢
饉
や
疫
病
に
苦
し
む
姿
を
憂
う
文
章
が
あ
る
こ
と
や
、『
曽
谷
殿
御
返（
69
）事』
の
中
に

焼
米
二
俵
給
畢
。
米
は
少
と
思
食
候
へ
ど
も
人
の
寿
命
を
継
物
に
て
候
。
命
を
ば
三
千
大
千
世
界
に
て
も
買
は
ぬ
物
に
て
候
と
仏

は
説
せ
給
へ
り
。
米
は
命
を
継
物
也
。
譬
ば
米
は
油
の
如
く
、
命
は
燈
の
如
し
。
法
華
経
は
燈
の
如
く
、
行
者
は
油
の
如
し
。
檀

那
は
油
の
如
く
、
行
者
は
燈
の
如（
70
）し。

と
あ
る
よ
う
に
食
物
の
重
要
性
を
説
く
も
の
が
有
る
こ
と
か
ら
も
言
え
る
。
過
不
足
無
く
収
穫
が
得
ら
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
意
識

し
て
い
た
宗
祖
に
お
い
て
理
想
の
「
世
」
と
は
「
羲
農
の
世
」
の
よ
う
に
、
狩
猟
、
漁
業
が
出
来
、
農
作
物
が
収
穫
で
き
る
世
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、
宗
祖
が
「
羲
農
の
世
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
真
意
に
つ
い
て
仮
説
を
述
べ
た
。
勿
論
、
十
分
な
根
拠
に
基
づ
く
と
は
言

い
難
い
点
も
あ
る
。
ま
た
、
宗
祖
が
一
般
性
の
な
い
「
羲
農
」
と
い
う
単
語
を
用
い
た
真
意
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。
今
後

更
な
る
検
討
を
要
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
『
立
正
安
国
論
』『
如
説
修
行
鈔
』
の
二
通
の
み
に
登
場
す
る
「
羲
農
の

世
」
と
い
う
表
現
に
、
宗
祖
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
手
が
か
り
は
つ
か
め
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
「
中
国
思
想
」
上
の
理
想
で
あ
る
「
羲
農
の
世
」
が
、
宗
祖
の
考
え
る
仏
教
的
理
想
世
界
と
イ
コ
ー
ル
で
結
ば
れ
る
と
い
う
解
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釈
を
し
て
き
た
先
行
研
究
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
出
来
た
。

　
『
立
正
安
国
論
』『
如
説
修
行
鈔
』
の
二
通
と
も
宗
祖
の
思
想
を
論
究
す
る
と
き
に
は
不
可
欠
な
重
要
な
文
献
あ
る
。
ま
た
、
こ
の

二
通
は
宗
祖
門
下
各
派
に
お
い
て
非
常
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
精
査
す
る
と
き
に
、
筆
者
は
こ
の
「
羲

農
の
世
」
の
持
つ
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
価
値
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

註
（
1
）
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
改
訂
増
補
版
』
身
延
久
遠
寺
、
昭
和
六
三
年
、（
以
下
、『
定
遺
』
と
略

す
）
二
二
四
頁
。

（
2
）『
定
遺
』
七
三
三
頁
。

（
3
）『
定
遺
』
五
三
六
頁
に
「
此
等
の
賢
聖
の
人
々
は
聖
人
な
り
と
い
え
ど
も
過
去
を
し
ら
ざ
る
こ
と
凡
夫
の
背
を
み
ず
、
未
来
を
か
が
み

ざ
る
こ
と
盲
人
の
前
を
み
ざ
る
が
ご
と
し
。〈
中
略
〉
而
と
い
え
ど
も
、
過
去
未
来
を
し
ら
ざ
れ
ば
父
母
・
主
君
・
師
匠
の
後
世
を
も

た
す
け
ず
、
不
知
恩
の
者
な
り
。
ま
こ
と
の
賢
聖
に
あ
ら
ず
。」
と
あ
る
。

（
4
）『
開
目
抄
』『
定
遺
』
五
七
八
頁
。

（
5
）
一
例
と
し
て
『
顕
仏
未
来
記
』『
定
遺
』
七
四
一
頁
。

（
6
）『
如
説
修
行
鈔
』『
定
遺
』
七
三
七
頁
。

（
7
）
法
華
宗
（
本
門
流
）『
日
隆
聖
人
文
段　

主
要
御
書
』
第
三
版
、
平
成
一
九
年
。

（
8
）
同
右
、
四
三
〇
～
四
三
一
頁
。

（
9
）
興
隆
学
林
専
門
学
校
所
蔵
複
写
本
。

（
10
）
苅
谷
日
任
『
日
隆
聖
人
御
文
段
如
説
修
行
鈔
講
話
』
本
門
法
華
宗
感
応
教
会
、
昭
和
七
年
。
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（
11
）
日
蓮
宗
事
典
刊
行
委
員
会
編
『
日
蓮
宗
事
典
』
日
蓮
宗
宗
務
院
、
昭
和
五
六
年
（
以
下
、『
事
典
』
と
略
す
）
六
七
七
頁
。

（
12
）『
御
書
見
聞
集
』
第
二
「
如
説
修
行
抄
見
聞
」
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
『
日
蓮
宗
宗
学
全
書
』
山
喜
房
仏
書
林
、（
以
下
、『
宗

全
』
と
略
す
）
第
一
六
巻
四
三
二
～
四
三
三
頁
。

（
13
）『
法
華
文
句
記
』
大
正
一
切
経
刊
行
会
編
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』、
大
藏
出
版
社
、
大
正
一
三
～
昭
和
九
年
（
以
下
、『
大
正
』
と
略

す
）
第
三
四
巻
、
二
五
八
頁
。

（
14
）
従
義
撰
『
法
華
三
大
部
補
注
』『
續
卍
大
蔵
経
』
第
二
十
八
巻
。

（
15
）「
法
華
三
大
部
補
注
」
に
は
「
伏
犠
等
、
以
聖
徳
伏
物
教
人
取
犠
牲
故
云
伏
犠
也
。
神
而
化
之
教
人
農
作
故
云
神
農
也
。」
と
あ
る
。

要
約
す
れ
ば
伏
羲
の
行
っ
た
業
績
は
狩
猟
を
人
に
教
え
た
神
で
あ
り
、
神
農
と
は
農
業
を
教
え
た
神
と
い
う
説
明
で
あ
る
。

（
16
）
中
山
法
華
経
寺
第
三
代
日
祐
（
一
二
九
六
―
一
三
七
四
）
が
、
康
永
（
一
三
四
四
）
二
月
八
日
、
蒐
集
し
た
日
蓮
聖
人
遺
文
、
本
尊
、

経
典
、
仏
教
書
、
仏
具
そ
の
他
を
記
録
し
た
蔵
書
目
録
。「
祐
師
目
録
」
と
も
い
う
。
正
本
中
山
法
華
経
寺
蔵
。『
定
遺
』
第
三
巻
所

収
。

（
17
）
拙
稿
「
宗
祖
に
お
け
る
三
聖
派
遣
説
」『
桂
林
学
叢
』
二
十
八
号
、
平
成
二
十
九
年
十
月
、
九
五
頁
。

（
18
）
日
蓮
宗
全
書
出
版
会
編
『
録
内
啓
蒙
』
須
原
屋
書
店
、
明
治
四
三
年
～
大
正
四
年
。

（
19
）『
事
典
』
四
二
九
頁
。

（
20
）『
録
内
啓
蒙
』
一
九
七
頁
。

（
21
）
日
原
利
国
編
『
中
国
思
想
辞
典
』
研
文
出
版
平
成
一
二
年
四
〇
四
頁
に
よ
る
と
、『
文
選
』
は
、「
現
在
詩
文
を
集
め
た
最
も
古
い
詩

歌
集
で
あ
り
、
東
周
か
ら
梁
代
に
至
る
ま
で
の
文
学
作
品
を
選
ん
だ
総
集
。
梁
の
武
帝
の
長
子
で
あ
る
簫
統
選
。
日
本
に
は
奈
良
朝

に
伝
来
し
た
。」
と
あ
る
。

（
22
）『
尚
書
序
』（
国
民
文
庫
刊
行
会
編
『
文
選　

下
巻
』『
国
訳
漢
文
大
成
』）
六
二
頁
に
は
「
古
者
。
伏
羲
氏
之
王
天
下
也
。
始
画
八
卦
。

造
書
契
。
以
代
結
縄
之
政
。
由
是
文
籍
生
焉
。
伏
羲
神
農
黄
帝
之
書
。
謂
之
三
墳
。
言
大
道
也
。」
と
あ
る
。
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（
23
）
苅
谷
日
任
『
日
隆
聖
人
御
文
段
如
説
修
行
鈔
講
話
』
本
門
法
華
宗
感
応
教
会　

昭
和
七
年
、
一
〇
二
頁
。

（
24
）
同
右
、
一
〇
六
～
一
〇
七
頁
。

（
25
）
三
好
鹿
雄
「
日
蓮
聖
人
所
覧
の
外
典
に
就
い
て
」『
東
方
学
報
』
第
六
冊
、
昭
和
十
一
年
二
月
。

（
26
）
国
民
文
庫
刊
行
会
編
「
国
訳
易
経
」『
国
訳
漢
文
大
成
』
第
二
巻
、
四
四
一
頁
。

（
27
）
国
民
文
庫
刊
行
会
編
『
史
記
』『
国
訳
漢
文
大
成
』
第
十
三
巻
、
一
頁
。

（
28
）「
鼓
腹
撃
壌
」
と
は
、
尭
の
世
に
、
あ
る
老
人
が
腹
つ
づ
み
を
打
ち
、
足
で
地
面
を
踏
み
な
ら
し
て
拍
子
を
取
り
な
が
ら
歌
っ
て
い
た

と
い
う
説
話
。
平
和
で
安
楽
な
生
活
を
喜
ん
で
い
る
さ
ま
を
表
し
て
い
る
。

（
29
）『
白
虎
通
義
』『
四
庫
全
書
』
電
子
版　

上
海
人
民
出
版
社
、
東
北
大
学
日
本
思
想
史
研
究
室
蔵
、
平
成
二
十
二
年
七
月
七
日
取
得
。

（
30
）『
開
目
抄
』『
定
遺
』
五
三
五
頁
。

（
31
）
道
宣
撰
『
集
古
今
仏
道
論
衡
』『
大
正
』
第
五
二
巻
、
三
七
四
頁
。

（
32
）
国
民
文
庫
刊
行
会
編
『
文
選
』
下
巻
『
国
訳
漢
文
大
成
』
四
四
一
頁
。

（
33
）
三
好
、
前
掲
稿
に
よ
れ
ば
、『
兄
弟
抄
』
や
『
立
正
安
国
論
』
に
『
文
選
』
を
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
表
現
が
あ
る
。

（
34
）
国
民
文
庫
刊
行
会
編
『
文
選
』
下
巻
『
国
訳
漢
文
大
成
』
六
二
頁
。

（
35
）
孔
安
国
は
漢
代
の
人
。
孔
子
の
十
二
世
の
孫
で
あ
る
。
焚
書
坑
儒
の
結
果
、
失
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
た
孔
子
の
『
尚
書
』
等
を
解
読

し
、
一
家
を
立
て
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
36
）
元
の
釈
念
常
撰
。
至
正
年
間
の
成
立
と
さ
れ
て
お
り
、
宗
祖
が
こ
れ
を
閲
覧
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

（
37
）『
弘
明
集
』『
大
正
』
第
五
二
巻
。

（
38
）『
廣
弘
明
集
』『
大
正
』
第
五
二
巻
。

（
39
）『
破
邪
論
』『
大
正
』
第
五
二
巻
。

（
40
）『
北
山
録
』『
大
正
』
第
五
二
巻
。
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（
41
）『
仏
書
解
説
大
辞
典
』
第
二
巻
、
三
五
六
頁
。

（
42
）『
弘
明
集
』『
大
正
』
第
五
二
巻
、
五
一
頁
。

（
43
）『
廣
弘
明
集
』『
大
正
』
第
五
二
巻
、
一
〇
二
頁
。

（
44
）
同
右
、
一
六
〇
頁
。

（
45
）『
破
邪
論
』『
大
正
』
第
五
二
巻
、
四
七
六
頁
。

（
46
）『
仏
書
解
説
大
辞
典
』
第
十
巻
、
一
六
二
頁
。

（
47
）『
北
山
録
』『
大
正
』
第
五
二
巻
、
六
〇
七
頁
。

（
48
）『
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
電
子
版
（
日
本
語
版
）（
有
）
漢
字
情
報
シ
ス
テ
ム　

東
北
大
学
日
本
思
想
史
研
究
室
蔵
。

（
49
）
同
右
、
平
成
二
二
年
七
月
五
日
取
得
。

（
50
）
明
の
胡
廣
等
奉
勅
撰
。

（
51
）
明
の
梅
鷟
撰
述
『
古
文
尚
書
』
を
弁
正
し
た
も
の
。

（
52
）
撰
者
、
成
立
共
に
不
明
な
点
が
多
い
。
書
名
は
『
四
庫
全
書
』
に
依
っ
た
。

（
53
）
清
の
劉
梅
補
編
、
山
西
省
周
辺
の
地
誌
。

（
54
）『
前
漢
書
』
は
後
漢
・
班
固
撰
述
。
前
一
二
〇
巻
か
ら
成
る
。

（
55
）『
旧
唐
書
』
は
後
晋
・
劉
昫
等
奉
勅
撰
。
開
運
二
年
（
九
四
五
）
成
立
。
全
二
〇
〇
巻
。

（
56
）『
新
唐
書
』
は
宋
・
欧
陽
脩
、
宋
祁
奉
勅
撰
。
北
宋
仁
宗
の
嘉
祐
五
年
（
一
〇
六
〇
）
成
立
。
全
二
二
五
巻
。

（
57
）『
資
治
通
鑑
』
は
宋
・
司
馬
光
撰
述
。
北
宋
神
宗
の
元
豊
七
年
（
一
〇
八
四
）
成
立
。
全
二
九
四
巻
。

（
58
）
三
武
一
宗
の
法
難
と
は
、
北
魏
太
武
帝
・
北
周
武
帝
・
唐
武
宗
・
後
周
世
宗
に
よ
る
廃
仏
運
動
の
こ
と
で
あ
る
。

（
59
）『
資
治
通
鑑
』
巻
百
二
十
四
、
宋
紀
六
、
文
帝
、
十
六
丁
裏
。

（
60
）『
枕
草
子
』
は
清
少
納
言
著
。
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
頃
成
立
と
さ
れ
る
随
筆
。
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（
61
）『
徒
然
草
』
は
兼
好
法
師
作
。
元
徳
二
年
～
元
弘
元
年
（
一
三
三
〇
～
一
三
三
一
）
こ
ろ
成
立
と
さ
れ
る
、
鎌
倉
後
期
の
随
筆
文
学
作

品
。

（
62
）『
本
朝
文
粋
』
は
藤
原
明
衡
編
の
漢
詩
文
集
。
康
平
年
間
の
成
立
と
さ
れ
て
い
る
。
宗
祖
が
『
本
朝
文
粋
』
を
所
持
し
て
い
た
可
能
性

は
高
い
。
そ
れ
は
日
祐
の
『
本
尊
聖
教
録
』
に
こ
の
書
名
を
確
認
で
き
る
た
め
で
あ
る
。『
宗
全
』
第
一
巻
、
四
二
九
頁
参
照
の
こ
と
。

（
63
）
陶
淵
明
（
三
五
六
―
四
二
七
）
は
東
晋
～
南
朝
宋
の
詩
人
。
数
多
く
の
漢
詩
を
残
し
た
。
漢
詩
の
他
に
も
『
桃
花
源
記
』
が
有
名
。

（
64
）
陶
淵
明
作
、
漆
山
又
四
郎
訳
注
『
陶
淵
明
集
』
岩
波
書
店
、
昭
和
三
年
、
一
一
五
～
一
一
六
頁
。

（
65
）
同
右
、
一
三
二
頁
。

（
66
）『
開
目
抄
』『
定
遺
』
五
三
五
頁
。

（
67
）
例
と
し
て
、
山
崎
斎
明
「
今
成
元
昭
師
の
「
如
説
修
行
鈔
偽
書
説
」
な
ら
び
に
「
摂
折
解
釈
」
を
批
判
す
る
」『
現
代
宗
教
研
究
』
四

十
号
、
平
成
十
八
年
三
月
等
。

（
68
）『
立
正
安
国
論
』『
定
遺
』
二
〇
九
頁
。

（
69
）『
曽
谷
殿
御
返
事
』『
定
遺
』
一
六
五
四
頁
。

（
70
）
同
右
、
一
六
五
四
頁
。

【
付
記
】

　

本
稿
は
平
成
二
十
二
年
度
興
隆
学
林
専
門
学
校
卒
業
論
文
と
し
て
提
出
後
に
加
筆
修
正
し
、
平
成
二
十
八
年
に
東
北
大
学
文
学
部
に
提
出

し
た
博
士
論
文
「
日
蓮
に
お
け
る
中
国
思
想
の
受
容
と
展
開
」
の
第
五
章
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
の
投
稿
に
際
し
、
内
容
の
一
部
割
愛

や
整
理
を
行
っ
た
が
、
趣
旨
と
し
て
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
な
い
。
本
稿
の
投
稿
を
許
可
し
て
下
さ
っ
た
、
卒
業
論
文
主
査
石
田
智
宏
先
生
、

副
査
の
株
橋
隆
真
先
生
、
ご
配
慮
下
さ
っ
た
大
平
寛
龍
先
生
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】　

日
蓮　

説
話　

羲
農　

三
皇
五
帝　

如
説
修
行
鈔


